
お気軽に
　 無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

１２月の
相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談
※電話相談 10日（金）午後 2 時～4時

今回は電話での相談
のみとなります

東久留米建築
設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎４７６・１５１５

教育相談
※電話相談も可。

火曜〜　
� 土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ
水曜日は
６時まで）

中央相談室
（成美教育文化会館内
教育センター） 教育相談員

中央相談室
☎４７３・３６６７

月曜〜　
� 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎４７５・８９０９

母子・父子相談 開庁日 午前 ８ 時半
〜午後 ５時

児童青少年課
（市役所 ２階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎４７０・７７３６

身体障害者相談 10日（金）午前10時～正午
市役所 1階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

知的障害者相談 8 日（水）午前10時～正午
知的障害者
相談員

心身障害者（児）
相談 平日 午前 ９ 時〜

午後 ５時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎４７７・２７１１

職業相談 開庁日 市役所 ２階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 9 日（木）
午前10時～
正午、午後
1時～ 4時

市役所 1階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談 平日
午前１０時〜
正午、
午後 １ 時〜
４時

生活文化課
（市役所 ２階）

消費生活
相談員

市消費者
センター
☎４７３・４５０５

行政相談 1２月は実施しません 行政相談委員 生活文化課
☎４７０・７７３８

妊婦訪問 希望する方は右記へ
問い合わせください。 ご自宅 助産師・

保健師
健康課
保健サービス係
☎４７７・００２２赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９ 時〜

午後 ４時
福祉総務課
（市役所 １階） 相談支援員 福祉総務課

☎４７０・７７４１

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 ８人） 弁護士

11月25日（木） 1日（水）
8日（水）

午前１０時から

市役所 ２ 階
相談室

各予約開始日
の午前 ８ 時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

12月 9 日（木） 15日（水）
22日（水）

不動産・相続・会社の
登記等相談（ ５人） 司法書士

11月22日（月） 1日（水）
午後 １時から

表示登記・土地の
境界等相談（ ４人）

土地家屋
調査士 午前１０時から

相続・遺言・成年後見
等手続き相談（ ５人） 行政書士 12月 2 日（木） 8日（水）

午後 １時から
税務相談（ ５人） 税理士 12月 7 日（火）

15日（水）
人権・身の上相談（ ４人） 人権擁護委員 12月 9 日（木） 午後 １時半

から

不動産取引相談（ ５人） 宅地建物
取引士 11月25日（木） 2日（木）

午後 １時から
交通事故相談（ ５人） 弁護士

12月16日（木） 22日（水）年金・労災・雇用・保険・
人事管理等相談（ ４人）

社会保険
労務士 午前１０時から

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

女性
カウンセラー

11月17日（水） 6日（月）
13日（月） 午前１０時半〜

午後 ４時半 市役所 ２ 階
相談室

各予約開始日
の午前 ９ 時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

12月 1 日（水） 20日（月）
27日（月）

女性弁護士による
法律相談（ ４人） 女性弁護士 11月19日（金） 3日（金） 午前 ９ 時半〜午後 ０時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前１０時〜

午後 ４時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎４７１・７５７７

マ
ル
親
医
療
証
の 

更

新

手

続

き

　
現
在
使
用
中
の
マ
ル
親
医
療
証

の
有
効
期
間
は
１２
月
３１
日
（
金
）

ま
で
で
す
。
引
き
続
き
助
成
を
受

け
る
た
め
に
は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
現
況
届
は
受
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
現
在
、
同
医
療
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
に
は
、
１１
月
９
日
に

現
況
届
を
発
送
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
次
の
方
法

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　【
提
出
方
法
】届
け
出
用
紙
と
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
１１
月
２６
日
（
金
）

ま
で
に
（
必
着
）、
郵
送
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届

　
認
可
保
育
施
設
の
４
年
度
入
所

の
申
し
込
み
を
郵
送
お
よ
び
窓
口

申
請
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
子

育
て
支
援
課
で
配
布
し
て
い
る
入

所
の
し
お
り
や
申
請
書
類
の
一
部

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

郵

送

で

の 

申
請
受
け
付
け

　
感
染
症
対
策
の
た
め
、
４
年
度

の
申
請
か
ら
郵
送
で
の
申
請
受
け

付
け
を
開
始
し
ま
す
。

　【
郵
送
申
請
受
付
期
間
】１１
月
８

日
（
月
）
〜
１２
月
３
日
（
金
）

　
ま
た
、
同
期
間
中
、
子
育
て
支

援
課
窓
口
に
申
請
書
受
付
ポ
ス
ト

を
設
置
し
ま
す
。
郵
送
で
の
申
請

が
難
し
い
場
合
は
こ
ち
ら
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
※
入
所
利
用
調
整
は
受
領
し
た

書
類
で
行
い
ま
す
。
投
函
前
に
必

要
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
配
達
状
況

を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

特
定
記
録
郵
便
な
ど
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

窓
口
で
の
相
談 

申
請
受
け
付
け

　【
窓
口
申
請
受
付
期
間
】１１
月
２４

日
（
水
）
〜
２７
日
（
土
）

　
※
事
前
予
約
制
で
す
。
提
出
の

み
の
場
合
は
、
子
育
て
支
援
課
の

窓
口
に
設
置
す
る
申
請
書
受
付
ポ

ス
ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
予

約
の
連
絡
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　【
事
前
予
約
期
間
】１１
月
２２
日

（
月
）
ま
で
の
午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時

　【
窓
口
申
請
受
付
時
間
】土
曜
日

（
１１
月
２７
日
）
の
受
付
時
間
は
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
。
平
日
は
午

前
９
時
〜
午
後
８
時

　
※
い
ず
れ
も
午
前
１１
時
半
〜
午

後
１
時
を
除
く
。

　【
会
場
】市
役
所
２
階
２
０
４
会

議
室

　
※
感
染
症
予
防
の
た
め
極
力
お

ひ
と
り
で
ご
来
庁
く
だ
さ
い
（
や

む
を
得
な
い
場
合
、
お
子
さ
ん
の

み
の
同
伴
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
）。

　【
ご
注
意
】▼
電
子
メ
ー
ル
、

フ
ァ
ク
ス
で
の
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
▼
す
で
に
３
年
度
中
の
入

所
申
し
込
み
を
行
い
、
決
定
を

待
っ
て
い
る
方
で
、
４
年
４
月
１

日
以
降
も
引
き
続
き
入
所
を
希
望

す
る
方
も
、
受
付
期
間
中
に
新
た

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
▼
転
出

な
ど
で
他
市
区
町
村
保
育
所
の
入

所
を
希
望
す
る
方
は
、
各
自
治
体

で
申
込
締
切
日
や
必
要
書
類
が
異

な
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

０
歳
児（
出
産
予
定
者
）

の

仮

申

請

　【
対
象
】分
娩
予
定
日
が
判
明
し
、

４
年
４
月
１
日
時
点
で
生
後
５７
日

目
に
達
す
る
予
定
の
お
子
さ
ん

（
４
年
２
月
３
日
ま
で
に
分
娩
予

定
の
方
）

　【
申
請
可
能
な
保
育
施
設
】生
後

５７
日
目
以
降
か
ら
受
け
入
れ
可
能

な
施
設
は
、
公
設
民
営
保
育
園
、

私
立
保
育
園
、
小
規
模
保
育
施
設
、

家
庭
的
保
育
施
設
で
す
（
公
立
保

育
園
の
受
け
入
れ
月
齢
は
生
後
６

カ
月
か
ら
）

　【
仮
申
請
期
間
】▼
郵
送
申
請
・

課
設
置
ポ
ス
ト
投
函
の
場
合
＝
１１

月
８
日
（
月
）
〜
１２
月
２４
日
（
金
）

▼
窓
口
申
請
の
場
合
＝
事
前
予
約

の
上
、
１１
月
２４
日
（
水
）
〜
２７
日

（
土
）

　【
本
申
請
の
方
法
】保
護
者
の
氏

名
で
仮
申
請
し
、
対
象
の
お
子
さ

ん
が
生
ま
れ
ま
し
た
ら
出
生
届
を

提
出
後
、
必
ず
子
育
て
支
援
課
で

本
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
本
申
請
の
受
付
期
限
は
、

４
年
２
月
１７
日
（
木
）
午
後
５
時

ま
で
で
す

　【
ご
注
意
】①
仮
申
請
さ
れ
た
方

で
入
所
内
定
し
た
場
合
で
も
、
実

際
の
出
生
日
が
４
年
２
月
４
日
以

降
の
場
合
は
、
４
年
４
月
１
日
の

入
所
要
件
に
該
当
し
な
く
な
る
た

め
、
仮
申
請
・
内
定
は
取
り
消
し

と
な
り
ま
す
。
５
月
１
日
付
入
所

を
ご
希
望
の
場
合
は
、
再
度
申
請

が
必
要
で
す
。
５
月
以
降
の
入
所

は
通
常
通
り
の
選
考
と
な
り
ま
す

②
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
あ
と
、

期
日
ま
で
に
本
申
請
が
な
い
場
合

も
仮
申
請
・
内
定
が
取
り
消
し
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

③
本
申
請
手
続
き
は
郵
送
で
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
子
育

て
支
援
課
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ

い二
次
受
け
付
け

　
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

４
年
２
月
９
日（
水
）〜
１８
日（
金
）

を
予
定
し
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、

一
次
入
所
利
用
調
整
後
の
欠
員
に

伴
う
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　
夜
間
と
休
日
に
、
市
税
な
ど
の

納
付
と
納
付
相
談
の
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
仕
事
な
ど
で
平
日
の
相

談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
納
付
相

談
は
、
事
前
連
絡
を
い
た
だ
け
る

と
相
談
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
。

来
庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

使
っ
た
口
座
振
替
（
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
）
の
手
続

き
も
受
け
付
け
ま
す
。

夜
間
納
付
相
談
窓
口

　【
日
時
】１１
月
２５
日
（
木
）
の
午

後
８
時
ま
で

休
日
納
付
相
談
窓
口

　【
日
時
】１１
月
２７
日
（
土
）・
２８

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

《
共
通
事
項
》

　【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）

　【
取
扱
税
目
な
ど
】▼
市
民
税
・

都
民
税
▼
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
▼
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

▼
国
民
健
康
保
険
税
▼
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
▼
介
護
保
険
料

　
※
保
育
園
保
育
料
、
保
育
園
副

食
費
、
学
童
保
育
所
費
は
、
納
付

書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領

収
し
ま
す
。

　【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
納
税
係
☎
４

７
０
・
７
７
３
０
へ
。

１１
月
８
日（
月
）〜
１２
月
３
日（
金
）

１１

月

３０

日

は 

「
年
金
の
日
」
で
す

　
１１
月
３０
日
は
、「
い
い
未
来
」

の
語
呂
合
わ
せ
で「
年
金
の
日
」

で
す
。
年
金
の
日
は
、
誕
生
月

に
送
付
し
て
い
る
「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」
や
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
を
見
て
、
老
後
の
生
活
設

計
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く

機
会
と
な
る
こ
と
を
目
的
に
制

定
さ
れ
ま
し
た
。

　「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
は
、

保
険
料
納
付
実
績
や
年
金
見
込

額
な
ど
を
記
載
し
、
国
民
年
金

お
よ
び
厚
生
年
金
の
加
入
者

（
被
保
険
者
）の
方
に
毎
年
１
回
、

誕
生
月
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
年
金
加
入

記
録
の
照
会
は
も
ち
ろ
ん
、
各

種
通
知
書
の
確
認
や
届
出
書
の

作
成
・
年
金
見
込
額
の
試
算
な

ど
も
で
き
る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス

で
す
。
ご
利
用
に
は
ユ
ー
ザ
ー

登
録
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
日

本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.nenkin.go

.jp/n_net/

）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
詳
し
く
は
、
武
蔵
野
年
金
事

務
所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１

４
１
１
ま
た
は
、
ね
ん
き
ん
定

期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用

番
号
☎
０
５
７
０
・
０
５
８
・

５
５
５
へ
。

け
出
が
な
い
場
合
、
来
年
１
月
１

日
か
ら
の
同
医
療
証
の
交
付
を
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3


